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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の 

被扶養者の収入確認の特例の延長について（周知依頼） 

 

 平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の確保等を目

的に、薬剤師を含む対象の医療職について、ワクチン接種業務に従事したことに

よる収入を被扶養者認定及び資格確認の判断における収入に算定しない特例的

取扱いについては、令和 3 年 12 月 10 日付、3 長薬発第 940 号にてお知らせし

たところです。 

 今般、オミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種が開始されることに伴

い、同特例的取扱いが令和 5 年 3 月末まで延長された旨、日本薬剤師会から通

知がありましたので、お知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員へのご周知方、ご協力をお願いいたします。 
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